
（別紙） 

 

端末機器詳細仕様書 

１．調達機器 

    ・ノート型パソコン   ６セット 

    ・LAN 線    ６本 

    ・卓上式プリンタ   ６台 

    ・ファイバータグ                  ６個 

    ・セキュリティワイヤーロック      ６個 

・ベース OS の再セットアップ媒体  １セット 

 

２．調達機器仕様 

 （１）ノート型パソコン 

        ノート型パソコンの詳細仕様は表１のとおりである 

                                    表１ ノート型パソコン詳細仕様 

タイプ ノート型パソコン 

CPU 
Intel社製 Core i3相当以上のもの 

ただし、同等性能を証明できるものは、可とする 

メモリ容量 4GB以上のメモリを有すること 

内蔵ストレージ容量 256GB以上(SSDとする) 

DVD-ROM装置 速度が最大8倍以上で本体に内蔵していること 

 

LAN接続装置 

 

1000BASE-Tに対応し、RJ-45コネクタ使用でネットワークに接続で

きる専用のコネクタがあること（PCカードでの利用は不可） 

100BASE-T自動切換装置であること 

USBポート 3ポート以上 

ディスプレイ装置 15インチ以上でTFT液晶のもの 

表示能力 内臓ディスプレイでWXGA表示（1,366×768）が可能なこと 

マウス 
光学式とし、USB仕様で本体に接続可能なものマウスパッドを添付

すること 

キーボード 日本語に対応していること 

オペレーティングシステム Windows10 Pro（64bit版） 

電源等 
商用電源100Vで利用できること 

着脱式のリチウムイオンバッテリーを内蔵すること 

マニュアル（取扱説明書） 
日本語であること 

（媒体はDVD-ROM等で提供されていてもよい） 

 

        ・その他 

          ①フロッピーディスク装置は内蔵していないこと。 

     ②モデム及び無線 LAN を搭載していないこと。 

          ③納入する機器は、各ソフトウェアの機能が制限なく十分に発揮できる環境であり、動作・機能

の確認ができていること。 

          ④必要な場合、落札者に対し別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが

利用できるように、それぞれのパソコンに設定作業を行い、接続動作の確認を行うこと。（IP

アドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・設定等） 

          ⑤担当者の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定を行うこと。 



 

  （２）LAN 線５ｍ 

       ・UTP カテゴリー５ｅ以上のケーブル（RJ-45 コネクタ使用） 

 

  （３）ファイバータグ 

・直径２０ｍｍ程度の丸札とする。「施設予約システム用回線」とペンで記入し、（２）の LAN 線

に装着すること。 

 

  （４）セキュリティワイヤーロック 

       ・ワイヤー長：１．５ｍ以上 

 

  （５）ソフトウェア等 

        注） 各ソフトウェアについては納入時に Window10 Professional 64bit 版の制限ユーザーで利用でき

るものを導入すること。なお、納入時点で提供されているＯＳ、インターネットエクスプロー

ラ、及びＯｆｆｉｃｅのセキュリティ修正プログラムをすべて適用した状態で納入すること。 

        ①Microsoft Office Professional Plus 2019 (マイクロソフト社製)    ６ライセンス分 

購入にあたっては、以下の点に注意すること。 

・ライセンスプログラム「奈良県地域 Select Plus for Government Partners」（「基本契約番

号」、「主要パブリックカスタマー番号（主 PCN）」は取得済）、または、「Open License 

for Government」を使用すること。 

・担当者の別途指示する内容に従い、納入パソコンへのインストールを行うこと。 

 

        ②ウイルスバスターCorp. plus(規格：TRSL ガバメントによる) ６ライセンス分 

購入にあたっては、以下の点に注意すること。 

・奈良県のウイルスバスターCorp. plus のライセンス内容 

 お客様ＩＤ  ： １９２８７ 

 ライセンスＩＤ： ２４２２６ 

・最新のパターンファイルの自動更新及びウィルスを検知した際の自動駆除等の機能を有し、

日本語に対応していること。 

・ソフトは常駐させ、アドミニストレータ権限を持たない利用者が、解除できない仕組みとす

ること。 

 

        ③奈良県所有のソフトウェアのインストール作業等 

            上記納入ソフトウェアの他、落札者に対し別途指示する内容に従い、県の所有するソフトウェ

ア（フリーウェアソフト等）が動作する環境設定を行うこと。（ソフトウェアのインストール含

む） 

 

④その他のソフトウェア 

担当者と協議の上、不要なソフトウェアが機器にあらかじめインストールされている場合はアンイ

ンストールを行うこと。



（６）卓上式プリンタ 

         卓上式プリンタの詳細仕様は表３のとおりである。 

                                    表３ ノート型パソコン詳細仕様 

タイプ 卓上式プリンタ 

印刷方式 

 

モノクロレーザプリンタ（モノクロで半導体レーザによる乾式電子

写真方式） 

インターフェース USB2.0以上のインターフェースを備えること 

印字速度 カタログ記載仕様でA4印刷時で1分間に20枚以上印刷できること 

給紙方法及び使用枚数 A4サイズ対応で150枚以上セット可能なホッパ 

プリンタドライバ Windows10で利用できるドライバを添付すること 

消費電力及び標準規格 

 

 

国際エネルギースタープログラムの基準に適合した省電力設計であ

ること 

エコマーク認定であること 

消耗品 

 

 

トナーをプリンタ1台につき最低1セット添付すること（A4用紙で2,

500枚以上印刷できるものであること） 

その他必要となる消耗品を装備すること 

電源等 商用電源100Vで利用できること 

マニュアル（取扱説明書） 

 

日本語であること 

（媒体はDVD-ROM等で提供されていてもよい） 

USB接続ケーブル ５ｍ 

 

３．保守について 

  （１）借入期間中の保守を行うこと。 

  （２）窓口受付対応時間は平日８：３０から１７：３０までとする。 

  （３）保守の実施完了後は県へ処理内容を報告すること。 

  （４）障害発生時には連絡後２時間以内に保守実施に着手できること。 

  （５）機器の設置場所に保守要員を派遣し、部品交換及び調整作業により保守を行うこと。原則として持

ち帰っての修理は認めない。修理期間を要する場合は、代替品を提供すること。 

  （６）消耗品（トナー、用紙等）については保守の範囲に含まないものとする。 

 


